
 

 

 足寄町議会の個人情報の保護に関する条例（令和５年条例第８号）第５０条の

規定により、令和５年度の施行状況を、次のとおり公表する。 

 

 

令和６年８月１日 

 

 

足寄町議会議長  髙 橋 秀 樹 

 

 

１ 開示請求等の状況 

  該当なし 

 

２ 訂正請求等の状況 

  該当なし 

 

３ 利用停止請求等の状況 

  該当なし 


